
国際卓越研究大学研究等体制強化計画の認可について

１．体制強化計画の内容

２．今後の予定
12月23日 総合科学技術・イノベーション会議（諮問・答申）
12月下旬 文部科学大臣による認可の判断

（令和6年度中 第2回公募開始）

資料２ー１

体制強化計画の認可に関する基準（抜粋） 東北大学の計画

〇 国際的に卓越した研究成果を創出できる研究力
研究上のポテンシャルを向上し続ける方策が示されている
✓ 世界トップクラスの研究者等の獲得・活躍促進
✓ 若手が活躍できる場の提供
✓ 専門職人材の登用等による研究時間の確保 等

〇研究者の国際競争力ある雇用条件（給与等）等を実現する
仕組み（「国際卓越人事トラック」）の整備

〇従来型の教授をトップとした縦の研究体制（講座制）から若
手等が独立したフラットな研究体制へ移行

〇研究支援、知財、法務等の専門職スタッフの拡充 等

〇 実効性が高く、意欲的な事業・財務戦略
 事業・財務戦略が実行可能なものとなっている 等

〇重点戦略分野の選定やサイエンスパーク事業※への投資、ス
タートアップ支援の強化、知財収入拡大 等
※産学官金が結集する社会価値創造を行う共創の場「サイエンスパーク」を整備・展開

〇 自立と責任のあるガバナンス体制
 資金循環の形成と学内の資源配分を行うマネジメント・シ

ステムを有する 等

〇国内外の第一線で活躍する有識者等による運営方針会議
〇「法人戦略財源」の拡充、エビデンスデータを活用した戦略的
な資源配分マネジメント 等

 本年11月8日に、文部科学大臣が東北大学を国際卓越研究大学として認定。
（認定に先立ち、11月8日付けでCSTI本会議を持ち回り開催し、CSTIとして東北大学を認定することに「意見はない」と答申。）

 今般、認定された国際卓越研究大学（東北大学）が文部科学大臣に対して体制強化計画を提出。
 文部科学大臣は、CSTI等の意見を聴き（諮問）、CSTIからの答申も踏まえて体制強化計画の認可を判断。


	国際卓越研究大学研究等体制強化計画の認可について

